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二 
保
証
金
の
額
の
決
定
及
び
支
払
に
関
す
る
事
項 

三 
保
証
契
約
の
解
約
に
関
す
る
事
項 

四 

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

保
証
事
業
会
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
承
認
申
請
書
に
保
証
約
款
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
く
外
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
承
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
保
証
約
款
の
内
容
が
法
令
に
違
反
し
、
若
し
く
は
公
正
な
運
営

を
確
保
す
る
た
め
適
当
で
な
い
と
き
、
又
は
保
証
約
款
を
記
載
し
た
書
類
の

う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事

項
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
保
証
事
業
会
社
に
通
知
し
て
意
見

の
聴
取
を
行
つ
た
後
、
そ
の
承
認
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見

の
聴
取
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
中
「
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
」
と
、
「
登
録
申
請
者
」
と

あ
る
の
は
「
保
証
事
業
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
し
、
又

は
承
認
を
拒
否
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
を
も

つ
て
当
該
保
証
事
業
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

保
証
事
業
会
社
は
、
保
証
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変

更
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

９ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び

第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
承
認
の
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
登
録
」
と
あ
る
の
は

「
変
更
の
承
認
」
と
、
「
登
録
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
事
業
会
社
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
昭
三
七
法
三
八
・
平
五
法
八
九
・
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
保
証
金
の
支
払
） 

第
十
三
条 

保
証
契
約
に
係
る
公
共
工
事
の
発
注
者
は
、
保
証
契
約
の
締
結
を

条
件
と
し
て
前
金
払
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
証
契
約
の
利
益
を

享
受
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
発
注
者
は
、
当
該
公
共
工
事
の
請
負
者
が
そ
の
責
に
帰

す
べ
き
事
由
に
因
り
債
務
を
履
行
し
な
い
た
め
に
そ
の
請
負
契
約
を
解
除
し

た
と
き
は
、
保
証
事
業
会
社
に
対
し
て
、
保
証
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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り
、
書
面
を
も
つ
て
保
証
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
発
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
請
求

に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
証
事
業
会
社
の
承
諾
を
得

て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
当
該
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
発
注
者
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
請
求
を
し
た
も

の
と
み
な
す
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
を
除

く
。
）
に
よ
る
請
求
は
、
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
保
証
事
業
会
社
に
到
達

し
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

第
二
項
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
保
証
事
業
会
社
は
、
同
項

の
書
面
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
保
証
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 （

昭
三
七
法
三
八
・
令
三
法
三
七
・
一
部
改
正
） 

（
工
事
完
成
保
証
人
に
対
す
る
支
払
） 

第
十
三
条
の
二 

保
証
契
約
に
係
る
公
共
工
事
の
請
負
者
が
そ
の
責
に
帰
す
べ

き
事
由
に
因
り
債
務
を
履
行
し
な
い
た
め
に
発
注
者
が
そ
の
請
負
契
約
を
解

除
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
解
除
を
し
な
い
で
工
事
完
成
保
証
人
（
保

証
契
約
に
係
る
公
共
工
事
の
請
負
者
が
そ
の
請
負
債
務
を
履
行
し
な
い
場
合

に
お
い
て
、
請
負
者
に
代
わ
つ
て
自
ら
そ
の
公
共
工
事
を
完
成
す
る
こ
と
を

発
注
者
に
対
し
て
約
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
そ
の
公
共
工
事
を

完
成
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
通
知

し
、
工
事
完
成
保
証
人
が
こ
れ
を
完
成
し
た
と
き
は
、
保
証
事
業
会
社
は
、

保
証
約
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
発
注
者
が
そ
の
解
除
を
し
た
と
す
る

な
ら
ば
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
保
証
金
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と

し
て
、
工
事
完
成
保
証
人
が
請
負
者
に
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
を
工

事
完
成
保
証
人
に
対
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

保
証
事
業
会
社
及
び
工
事
完
成
保
証
人
は
、
協
議
に
よ
り
、
発
注
者
の
意

見
を
聞
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
支
払
の
額
を
予
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
昭
三
五
法
一
二
六
・
追
加
、
昭
三
七
法
三
八
・
一
部
改
正
） 

（
保
証
料
の
払
戻
し
） 

第
十
四
条 

保
証
事
業
会
社
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
日
の

属
す
る
事
業
年
度
以
降
三
事
業
年
度
を
限
つ
て
、
保
証
約
款
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
保
証
契
約
を
締
結
し
た
請
負
者
（
以
下
「
保
証
契
約
者
」
と
い

う
。
）
が
支
払
つ
た
保
証
料
の
総
額
に
応
じ
て
保
証
料
の
一
部
を
当
該
保
証

契
約
者
に
対
し
て
払
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
昭
三
七
政
二
二
〇
・
旧
第
二
条
繰
下
、
平
一
二
政
三
一
二
・
一
部

改
正
） 

（
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
） 

第
四
条 

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
同
項
に
規
定
す
る
発

注
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

承
諾
に
係
る
保
証
事
業
会
社
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ

る
請
求
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
保

証
事
業
会
社
か
ら
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
発
注
者
は
、
同
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
当
該
承
諾

に
係
る
保
証
事
業
会
社
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
請
求
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
請
求
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
出

の
後
に
当
該
保
証
事
業
会
社
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

（
令
三
政
二
二
四
・
追
加
） 

（
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
） 

第
五
条 

法
第
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
銀

行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
株

式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
農
林
中
央
金
庫
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
銀
行
、

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
及
び
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
と
す
る
。 

（
昭
二
九
政
二
九
五
・
昭
三
四
政
一
四
九
・
一
部
改
正
、
昭
三
七
政

二
二
〇
・
旧
第
三
条
繰
下
、
平
一
一
政
二
六
七
・
平
一
一
政
二
七
二
・

平
二
〇
政
一
八
〇
・
平
二
〇
政
二
三
七
・
平
二
〇
政
二
九
七
・
平
二

三
政
四
二
三
・
一
部
改
正
、
令
三
政
二
二
四
・
旧
第
四
条
繰
下
） 

（
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
） 

第
六
条 

法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
銀
行
と
す
る
。 

（
昭
三
七
政
二
二
〇
・
旧
第
四
条
繰
下
、
令
三
政
二
二
四
・
旧
第
五

条
繰
下
） 

（
初
年
度
に
お
け
る
責
任
準
備
金
） 

第
七
条 

法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
十
分
の
五
以

下
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
率
と
す
る
。 

（
昭
三
七
政
二
二
〇
・
旧
第
五
条
繰
下
、
平
一
二
政
三
一
二
・
一
部

改
正
、
令
三
政
二
二
四
・
旧
第
六
条
繰
下
） 

附 
則 
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者
） 

第
五
条 
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機

能
の
障
害
に
よ
り
前
払
金
保
証
事
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要
な
認

知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。 

（
令
三
国
交
令
七
・
追
加
） 

（
登
録
変
更
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
六
条 

法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

保
証
事
業
会
社
が
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

証
す
る
書
類
（
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
号
中
「
役
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

新
た
に
就
任
し
た
役
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

（
令
三
国
交
令
七
・
追
加
） 

（
保
証
約
款
の
記
載
事
項
） 

第
七
条 

法
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

保
証
金
支
払
の
免
責
事
由
に
関
す
る
事
項 

二 

請
負
契
約
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

三 

保
証
契
約
者
及
び
被
保
証
者
の
通
知
義
務
に
関
す
る
事
項 

四 

保
証
金
支
払
に
関
す
る
紛
争
の
調
停
人
に
関
す
る
事
項 

五 

保
証
事
業
会
社
が
保
証
金
を
支
払
つ
た
場
合
に
お
け
る
代
位
に
関
す
る

事
項 

六 

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
行
お
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
工
事
完
成
保
証
人
の
受
益
の
意
思
表
示
、
同
項
に
規
定
す

る
支
払
の
額
（
以
下
「
支
払
金
」
と
い
う
。
）
の
決
定
及
び
支
払
、
支
払

金
支
払
の
免
責
事
由
、
請
負
者
及
び
工
事
完
成
保
証
人
の
通
知
義
務
、
支

払
金
支
払
に
関
す
る
紛
争
の
調
停
人
並
び
に
保
証
事
業
会
社
が
支
払
金
を

支
払
つ
た
場
合
に
お
け
る
代
位
に
関
す
る
事
項 

七 

保
証
契
約
に
関
す
る
訴
訟
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
事
項 

八 

保
証
契
約
に
前
払
金
保
証
事
業
に
付
随
す
る
事
業
に
つ
い
て
の
特
約
を

付
し
て
当
該
付
随
す
る
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

特
約
に
関
す
る
事
項 

（
昭
三
六
建
令
一
三
・
昭
三
七
建
令
一
四
・
平
七
建
令
二
三
・
平
一

二
建
令
四
一
・
一
部
改
正
、
令
三
国
交
令
七
・
旧
第
四
条
繰
下
） 

（
保
証
金
の
支
払
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
） 

第
八
条 

法
第
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

○公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則（昭和27年建設省令第23号）（抄）
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イ 

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を

送
信
し
、
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
保
証
事
業
会
社
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
す
る
方
法 

ロ 

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
保
証
事
業
会
社
の
閲

覧
に
供
し
、
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
当
該
保
証
事
業
会
社
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録

す
る
方
法 

ハ 

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
保
証
事
業
会

社
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
記
録
す
る

方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
（
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」

と
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

保
証
事
業
会
社
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ

り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
発
注
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は

記
録
し
た
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
保
証
事
業
会
社
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
発
注
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
保
証
事
業
会
社
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
令
三
国
交
令
五
三
・
追
加
） 

第
九
条 

法
第
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

（
令
三
国
交
令
五
三
・
追
加
） 

（
保
証
金
の
支
払
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
） 
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第
十
条 

令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及

び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

第
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
発
注
者
が
使
用
す
る
も

の 

二 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

（
令
三
国
交
令
五
三
・
追
加
） 

（
保
証
金
の
支
払
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
） 

第
十
一
条 

令
第
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

も
の 

イ 

保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
四
条
第
一
項
の
承

諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と

い
う
。
）
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 

ロ 

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
保
証
事
業
会
社
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
発
注
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
令
三
国
交
令
五
三
・
追
加
） 

（
金
融
保
証
約
款
の
記
載
事
項
） 

第
十
二
条 

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

保
証
料
の
料
率
及
び
支
払
に
関
す
る
事
項 

二 

保
証
金
の
額
の
決
定
及
び
支
払
に
関
す
る
事
項 

三 

金
融
保
証
契
約
の
解
約
に
関
す
る
事
項 

四 

貸
付
契
約
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

五 

保
証
事
業
会
社
が
保
証
金
を
支
払
つ
た
場
合
に
お
け
る
代
位
に
関
す
る

事
項 

六 

金
融
保
証
契
約
に
関
す
る
訴
訟
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
事
項 

（
昭
二
九
建
令
一
六
・
追
加
、
平
一
二
建
令
四
一
・
一
部
改
正
、
令

三
国
交
令
七
・
旧
第
四
条
の
二
繰
下
、
令
三
国
交
令
五
三
・
旧
第
八
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